
落札通知から７日以内に契約

▲▲

別紙１

※指名競争入札及び随意契約の場合は落札決定後

落札決定日 契約日

全  体  工  期  （余裕期間 ＋ 実工期）

余裕期間

▲ ▲
工事完成 工事目的物
通知日 引渡日

（準備期間） （後片付け期間）
 １２０日以内で設定

  ただし、災害復旧工事は１８０日以内で設定

実工期 （始期） ※工事着手日

実　工　期
▼

▼▼
実工期（終期）

▼

【 余裕期間設定工事の技術者等の配置について（イメージ） 】

主任 （監理 ）技術者等の専任配置を要する期間

余裕期間内は、
技術者等の配置は
不要

※主任（監理）技術者
現場代理⼈等

※現場⽴⼊は不可

主任 （監理） 技術者等の配置を要する期間

現場代理人の常駐を要する期間

受注者による
現場管理期間

契約締結後１４日以内に提出
①工程表（余裕期間を除いた工程）

契約締結後１０日以内に提出
①コリンズ登録（実工期）

契約後１か月以内に提出
①建設業退職金共済制度掛金収納書

②建設労災補償共済等加入証明書

工事着手日に提出（共通仕様書によらず）

①工事着手届

②施工計画書

工事着手日以降

①前払金請求

入札参加資格確認申請時に提出

①工事着手日報告書

（任意着手方式の場合）

契約時の提出（共通仕様書によらず）

①現場代理人･主任（監理）技術者選任届

②現場代理人の兼務申請書

③中間前払金と部分払の選択に係る届出書

契約日までに提出

①契約保証

②リサイクル法関係の書類


